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 令和５年６月２７日 

タイトル 
パートナーシップ宣誓制度の手続きを簡素化 

自治体間連携へ協定を締結しました 

Ｗｈｅｎ 

（いつ） 

【締結日】６月２７日（火曜日） 

【運用開始日】７月１日（土曜日） 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 秦野市、厚木市、海老名市、伊勢原市、愛川町及び清川村 

※締結式は行わず、持ち回りで協定書に押印します。 Ｗｈｏ 

（だれが） 

Ｗｈａｔ 

（なにを） 

パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定 

※令和４年７月に厚木市、愛川町、清川村の３自治体が締結していましたが、 

秦野市、海老名市、伊勢原市が加わり、６自治体間での協定となりました。 

Ｗｈｙ 

（なぜ） 

パートナーシップを宣誓された方の住所異動に伴う宣誓制度の手続

の負担軽減を図ることを目的としています。 

【概要】 

宣誓した方が住所異動する際、転入前の自治体での返還手続と転入先

の自治体での宣誓手続きが必要でしたが、協定により、６自治体間での

住所異動では転入前自治体での手続きが不要になります。 

さらに、転入先自治体での手続きも簡素化され、転入前自治体の宣誓

日が引き継がれます。 

過去の実績 
本市として、パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する

協定の締結は、今回が初めてとなります。 

今後の取り組み 
・本市のパートナーシップ宣誓制度は、７月１日からスタートします。 

・今後も近隣自治体との連携の拡大を図ります。 
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